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本日の御議論

• 2026年度夏季の電力需給の見通しについて、電力広域的運営推進機関において、直近の電源 

トラブル等の状況を踏まえた「電力需給検証報告書」が、５月14日に取りまとめられた。

• 報告書によると、10年に一度の厳しい暑さを想定した猛暑H1需要に対し、 全エリアで安定 

供給に最低限必要な予備率3％を確保できる見通し。 

• 本日の小委員会では、最新の今夏の電力需給見通しについて御報告するとともに、今夏に向 

けた対策について御議論いただく。
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１. 2026年度夏季の電力需給見通し

２. 2026年度夏季の電力需給対策
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電力需給見通しの確認及び対策の検討

⚫ 東日本大震災以降、電力需給に万全を期すため、毎年度、全国の電力需要が高まる夏（7月～9

月）と冬（12月～3月）の前に、電力広域的運営推進機関において、電力需給検証を実施。

⚫ 今年度は、電力広域的運営推進機関の専門委員会の審議において、5月14日に2026年度夏季の電

力需給見通しが取りまとめられた。

⚫ 本日は、最新の2026年度夏季の電力需給見通しの内容を御報告した上で、夏季の需給対策について

御議論いただく。

総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会
次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会

（資源エネルギー庁）

需給見通しの確認
及び

需給対策の検討
5/20（本日）開催

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（電力広域的運営推進機関）

5/14 報告書（案）

政府による需給対策の決定・公表

需給見通しの策定
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2026年度の電力需給見通し（夏季）
⚫ 今回の需給検証から、月を前後半に細分化して見通しを算出。2026年度夏季は、全エリアとも10年に

一度の厳しい暑さを想定した電力需要（猛暑H１需要）に対し、最小予備率時において安定供給に最低
限必要な予備率３％を確保できる見通し。

⚫ ただし、一部エリアでは3％台と厳しい状況。高需要期に加え端境期の電力需給にも留意しつつ、更に
需給バランスが厳しくなることが見込まれる場合には、安定供給確保のため、必要に応じて追加供給
力対策などを講じる。

各エリアの予備率（厳気象H１） 最小予備率時

＜３月時点（再算出した数値）＞ ＜今回（5月14日時点）＞

※９月は時期による需要の差が大きいため、単純な前半後半で分割するのではなく、2026年度においては、高需要が想定される9/1～18を前半として評価している。相対的に需要が低下する9月19日以降は、
他の端境期並の需要水準であるため、過去の需要実績（過去10ヵ年の各エリア需要実績のうち、最大日を参照）に対して、9月19日～9月30日の供給力平均値を参照した予備率見通しである。

（注１）発動指令電源の考慮等により、最小予備率時の予備率が最大需要時を上回ることがある。

出典： 電力広域的運営推進機関 第118回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2026年5月14日）資料１ 等を基に資源エネルギー庁作成

エリア

7月 8月 ９月※

前半 後半 前半 後半
前半

（1日～
18日）

後半
（19日～
30日）

北海道

6.1%

7.4% 7.7% 6.3%
8.3%

17.3%
東北 10.0%

東京 4.6％ 3.5％ 3.7％

4.2％

9.9％
中部

9.6％ 8.3％ 5.4％北陸

21.8％
関西

中国 9.7％ 10.6％
9.0％四国 11.3％ 22.8％ 14.6％ 18.0％

九州 6.1% 9.7％ 10.6％ 4.2％ 16.5％

沖縄 12.8% 14.6% 12.0% 12.0% 28.4% 28.3%

エリア 7月 8月 9月

北海道
8.3% 7.2% 11.0%

東北

東京 3.5％ 2.4％
4.0％

中部

9.5％
5.4％北陸

4.5％関西

中国

8.7％四国 22.8％ 18.0％
九州 9.5％ 4.5%
沖縄 14.6% 12.0% 28.4%
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第87回電力・ガス基本政策小委員会
（令和７年３月31日） 資料５
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【参考】９月断面の評価期間の整理

出典：電力広域的運営推進機関 第118回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2026年5月14日）資料１
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【参考】９月断面の評価期間の整理

出典：電力広域的運営推進機関 第118回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2026年5月14日）資料１
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【参考】2026年度夏季向け 追加供給力公募（kW公募）の落札結果

• 2026年度夏季の需給バランスは、昨年10月末時点では、西エリアを中⼼に一定の水準を確

保できている一方、東京エリアの予備率が低く、電力需給は非常に厳しい見込みであった。

• このため、安定供給に万全を期すため、昨年10月31日の本小委員会における議論を踏まえ、

特に厳しい見通しであった、東京エリアを対象に追加供給力公募（kW公募）を実施。 

• 公募には複数事業者から応札があり、価格が安い電源から落札した結果、追加的な供給力と

して97.6万kWを調達でき、要した費用は約３億円であった。

募集量

対象エリア

対象設備

スケジュール

120万kW

東京エリア

電源及びDR

12月23日～2月25日 入札募集
2月26日～5月29日 落札者選定・契約協議
7月  1日～9月18日 提供期間

落札量 97.6万kW

一般送配電事業者

発電事業者等

公募
応札・

追加供給力
（kW）の提供

＜参考＞kW公募の仕組み（イメージ）
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【参考】kWhモニタリングの結果（５月15日時点）

出典：電力広域的運営推進機関 「kWhモニタリングの結果について（2026年５月15日）」

• 電力広域的運営推進機関において、中東情勢の急変を受け、エネルギー調達を取り巻く国際
環境の不確実性が高まっている状況を踏まえ、夏季・冬季の高需要期に実施しているkWhモ
ニタリング※を臨時で実施中。

• 高需要期である７月に向けて、概ね昨年と同水準の燃料余力を確保できる見通し。

※ kWhモニタリングとは、想定される我が国全体の需要からベースロード電源や再エネ等の想定発電量を控除し、対象電源

（LNG・石油）の想定消費量を算出。その上で、我が国の主な発電事業者の燃料在庫からその想定消費量を除いたものを燃
料余力（kWh）として２ヶ月先まで示している。

（注）本資料の数値は5月15日の公表時点での試算結果であり、今後の燃料調達状況や、気象、発電所の稼働状況により変動する可能性がある。

⇒昨年７月の在庫と同水準の見通し

2026年5月15日時点の燃料余力見通し 2025年6月13日時点の燃料余力見通し

12,476百万kWh※
12,833百万kWh※

※各モニタリング時点における7月1日～16日
の日当たり燃料余力の平均
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【参考】大手電力会社のLNG在庫の推移（2026年5月17日時点）

• 大手電力会社のLNG在庫は、最新（5/17時点）の数字で204万トンであり、過去5年平均と

概ね同水準となっている。

※大手電力会社に対する調査に基づき資源エネルギー庁作成
※在庫量はデッド（物理的に汲み上げ不可な残量）を除く数量。
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【参考】計画外停止の実績（2025年度冬季）

• 予備率の算定にあたっては、一定程度の割合（2.6％）の計画外停止率を盛り込んでいる。昨

年度の実需給断面における計画外停止率は、期間平均で2.0％であった。今夏についても、注

視が必要。

※ 全電源種の供給力に対する計画外停止量および前回の需給検証報告書（2025年10月）において計画されていなかった作業に伴う供給力の変化量

出典：電力広域的運営推進機関 第118回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2026年5月14日）資料１
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【参考】夏季の気象予報（６月～８月）

• 2026年5月19日に気象庁が発表した３か月予報によれば、今夏の気温の見通しは全国的に高

い見込み。

※2026年5月19日14時00分 気象庁発表

【気象庁解説】
⚫ 地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。
⚫ エルニーニョ現象が発生する可能性が高く、海面水温は太平洋赤道域の東部から中部で

高く、北太平洋熱帯域の中部でも高いでしょう。また、モンスーンの西風が強いでしょ
う。このため、積乱雲の発生はフィリピンの東から太平洋中部で多いでしょう。

⚫ 一方、インドネシア付近からインド洋にかけては積乱雲の発生が少ないでしょう。
⚫ これらの影響により、上空の偏西風はユーラシア大陸では平年より南を流れるものの、

日本付近から日本の東海上では平年よりやや北を流れる見込みです。チベット高気圧は
北への張り出しは弱いものの、日本付近への張り出しは平年程度でしょう。また、太平
洋高気圧の北への張り出しは強く、日本の南への張り出しは弱いでしょう。

⚫ これらのことから、日本付近は暖かい空気に覆われやすいでしょう。
出典：気象庁HP https://www.jma.go.jp/bosai/season/#term=3month

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#term=3month
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１. 2026年度夏季の電力需給見通し

２. 2026年度夏季の電力需給対策



2026年度夏季に向けた電力需給対策の方針（案）

⚫ 2026年度夏季の電力需給の見通しについて、全エリアにおいて、安定供給に最低限必要な予備率３％を

確保できる見通しのため、需要家の方々のご負担にも鑑み、夏季の期間における事前の節電要請は実施し

ない。

⚫ ただし、緊張感を持って日々の電力需給の状況をモニタリングし、大規模発電所の設備トラブル等によって、

仮に厳しい需給バランスが見込まれる場合には、緊急の追加供給力対策や電力需給ひっ迫注意報／警報

などを適切に実施していく。

⚫ また、供給サイドの抱える構造的な課題に対応し、安定供給を大前提とした電源の脱炭素化を進める観点か

ら、再エネの最大限の活用、安全性の確保と地域の理解を大前提にした原子力発電所の再稼働を進めるこ

とで供給力を確保するとともに、連系線の増強などを実施する。

⚫ 需要サイドにおいては企業・家庭の省エネ対策を推進し、エネルギーコストの上昇に強い省エネ型の経済・

社会構造への転換を引き続き図っていく。なお、こうした省エネ対策は、予断を許さない今後の電力需給に万

全を期すことにもつながるものである。

⚫ 足元では、燃料調達を取り巻く国際環境の不確実性が高まっており、事態が長期化・深刻化するリスクも想定

される。燃料在庫の状況は、足下において平年並みが確保されているものの、高需要期においても在庫状況

等を逐次モニタリングし、必要であれば早期に対応を講じる。
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１．供給力対策

⚫発電所の計画外停止の未然防止の徹底

⚫電源の補修点検時期の調整

⚫電力広域的運営推進機関によるkW・kWhモニタリングの実施

⚫再エネ、原子力等の脱炭素電源の最大限の活用

２．需要対策

⚫ エネルギーコストの上昇に強い省エネ型の経済・社会構造への転換

（企業・家庭向け省エネ支援策）

⚫ DRの更なる普及拡大（工場等のDR促進、家庭用蓄電池等の導入支援）

⚫産業界や自治体等と連携した需給ひっ迫時における体制の構築

３．構造的対策

⚫連系線の増強等の系統対策の推進

⚫容量市場、長期脱炭素電源オークションの着実な運用による供給力確保

⚫大規模災害等に備えた予備電源制度の継続的な検討

⚫揚水発電の維持・強化、蓄電池等の分散型電源の活用

⚫原燃料の調達・管理の強化

2026年度夏季の電力需給対策（案）
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需給ひっ迫警報の発令

需給ひっ迫警報の発令（続報）

• あらゆる供給力対策を踏まえても、広域予備率が３％を下回る見通しと
なった場合、資源エネルギー庁の判断の下、前日16:00を目途に警報を
発令。

※自然災害や電源の計画外停止が重なる等、急遽予備率低下が生じるケースにおいては、上記スキームに限らず警報等を発令する場合がある。

• 需給状況が前日時点から改善がされず更新があった場合や、より厳しい見
通しとなった場合、広域予備率が3%未満の場合には、資源エネルギー庁
の判断の下、警報（続報）を発令。

前日16:00目処

当日
※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には警報を解除する。

緊急速報メール（対象者：不足ブロック内の携帯ユーザー）の配信
・不足ブロック内の携帯ユーザーに「計画停電実施の可能性」を資源エネルギー庁から「緊急速報メール」にて配信。

【参考】電力需給ひっ迫時の対応（ひっ迫注意報警報・計画停電等）

警報発令・節電要請等を行った後も広域予備率が１％を下回る見通しの場合

※計画停電等を行う可能性がある場合、一般送配電事業者から実施の可能性を公表する。

需給ひっ迫注意報の発令

前々日18:00目処
需給ひっ迫準備情報の発信
• 蓋然性のある追加供給力対策を踏まえても、広域予備率5％を下回る見通しとなった場合、前々日18:00を目処に一般送

配電事業者から需給ひっ迫準備情報の発信

※各一般送配電事業者が蓋然性のある追加供給力対策を反映したエリア予備率を算出し、電力広域的運営推進機関が広域予備率を算定する。
この広域予備率を基に各一般送配電事業者が電力需給ひっ迫準備情報を発信する。

節電要請

• あらゆる供給力対策を踏まえても、広域予
備率が５～３％の見通しとなった場合、
資源エネルギー庁の判断の下、前日
16:00を目途に注意報を発令。

※前日16:00以降に、気象条件の変化や、電源の計画
外停止等により、広域予備率3％未満の見通しとなった
場合は急きょ警報発令となることがあり得る。

※需給ひっ迫のおそれが解消されたと判断される場合には
注意報を解除する。

計画停電の実施を発表
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※切迫度に応じて、節電要請の内容を変更

実需給の
２時間程度前 ・「計画停電の実施」を、資源エネルギー庁から「緊急速報メール」にて配信。

※ただし、電力需給ひっ迫準備情報、電力需給ひっ迫警報・注意報、計画停電実施の可能性及び実施については、資源エネルギー庁、電力広域的運営推進機関、
 各一般送配電事業者等において連携し広く一般に向け周知をおこなう。



○2026年度夏季需給対策（参考資料）
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【参考】需給ひっ迫時の供給力対策について

⚫ 現時点では安定供給に最低限必要な水準の予備率は確保できているものの、今後、大規模電

源のトラブル停止等により供給力が減少した場合には、需給がひっ迫する可能性がある。

⚫ 仮にこうした事象が発生した場合には、安定供給の確保の観点から、実施主体の一般送配電

事業者は、資源エネルギー庁とも協議の上、緊急・臨時的な措置として、公募を経ず随意契

約による追加供給力の調達を可能とする。

１．実施可能エリア、実施主体
➢ 発電設備のトラブルはどのエリアでも発生する可能性があることから、実施可能エリアは全エリアとし、実施主体は各エリアの一般送配電事業者。

２．提供期間
➢ 原則、高需要期を対象とする※。 ※発電機トラブル等により、需給ひっ迫が見込まれる場合はこの限りではない。

３．対象電源
➢ 電源及びDR

４．実施可能基準
➢ 以下のいずれの条件にも合致する場合に実施可能とする。
・発電設備のトラブル等が発生し、かつ、復旧見込みが無い場合。
・当該トラブル等により、電力需給がひっ迫することが見込まれる場合。

５．随意契約可能量
➢ 安定供給に最低限必要な量（対象エリア（広域ブロック））

６．契約の方針

➢ 「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」の取扱い（（10）必要量まで確保できなかった場合ハ））の取扱いを参考とし、以下の通りとする。
※随意契約に際しては、以下の対応/要件を前提とする。

（１）kW公募に準じた対応であること（追加性等の要件、託送料金による費用回収等）
（２）今夏の提供期間に供給力供出が確実な案件を調達すること
（３）応札価格ベースでの契約協議が可能な案件を調達すること

【緊急・臨時的な随意契約】
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【参考】一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方

出典：経済産業省 一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方（令和6年3月25日）
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【参考】業界団体等への働き掛け

• 2026年度夏季は、全エリアで安定供給に最低限必要な予備率を確保できているものの、想定

外の事象が生じた場合は、安定供給に支障が生じるおそれがあることから、発電事業者等に

対して各種の要請を実施予定。

電力需給対策を踏まえた各種要請

要請事項 要請先 具体的内容

・保安管理の徹底

・発電事業者 ・保安管理等の徹底及び計画外停止の未然防止

・電気管理技術者及び電気保安法人
・自然災害に備え、電気工作物の入念な点検を実施するとともに、必要に
応じて電気工作物の設置者に対し、補強・補修・修理等を指示又は助言
する等、電気設備の保安管理の徹底

・再エネ発電事業者
・業界団体を通じて、メンテナンス時期の調整や早期の実施を求め、高需要
期の発電量の安定化を図る

・燃料確保
・発電事業者
（火力発電設備を有する事業者）

・「需給ひっ迫を予防するための発電用燃料に係るガイドライン」に基づく、燃
料確保の徹底

・自家発電設備の活用 ・特定自家用電気工作物の設置者
・小売電気事業者やアグリゲーターとのDR（ディマンド・リスポンス）契約の
締結
・卸電力取引所への積極的な電力供出の準備

・供給力確保等 ・小売電気事業者
・相対契約や先物市場等を活用したリスクヘッジ
・ディマンド・リスポンス契約の拡充等の検討
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【参考】kW・kWhのモニタリングの実施

• 電力広域的運営推進機関は、昨年度高需要期に実施してきたとおり、夏季の電力需給検証後の供給

力等の変化を継続的に確認することとし、①kW予備率のモニタリング（1週間先までの週別バランス評

価）、②kWhモニタリング（2か月程度先までの余力推移）を定期的に実施し、ＨＰにて公表予定。
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【参考】これまでの電力需要対策



２．省エネ診断

１．省エネ・非化石転換設備の導入支援

令和7年度補正予算における省エネ支援パッケージ

事
業
者
向
け

• 令和5年度補正から、省エネ・非化石転換設備更新に対して３年間で7,000億円規模の予算により、複数年の投資計画に切れ 目なく支
援することとしており、その最終年度として、以下取組みを強化して継続【675億円】（国庫債務負担行為含め総額 2,450億円）

① 設備単位型の強化（GXⅢ類型の創設：メーカー強化枠とトップ性能枠）

- 省エネ効果の高い機器の更なる普及拡大に向けて、新たな類型（GXⅢ類型）を創設し、従来の支援水準を大きく上回る省エネ設備
（トップ性能枠）等への支援を強化（補助率増加や新設への支援対象拡大等を措置）。

② サプライチェーンでの連携強化

- サプライチェーンの上流から下流の複数企業が協力して、それぞれの省エネ計画を作成し、一定の水準に達した場合に、当該計画に
基づく設備更新を支援するなど、サプライチェーンでの取組みへの支援を強化。

③ 水素対応設備の導入促進

- 水素対応設備については、新設や改造も補助対象として加えるとともに、更新については更新前設備との併用を認める。

• 工場・事業場のエネルギー消費量等の見える化等を行い、改善提案を行う省エネ診断により、省エネの取組みを行う中小企業 の裾野を
広げる。引き続き、省エネ・地域パートナーシップにより地域の金融機関・省エネ支援機関と連携し、中小企業の省エネ診断の活用を促
進するとともに、以下の取組みにより強化

− 改善提案の実現にむけて、ソリューションを提案できる企業とのマッチングプラットフォームを創設【40.1億円※R8当初予算7.4億円
を含む】

３．省エネ住宅支援

• 住宅のヒートポンプ給湯機や家庭用燃料電池等の高効率給湯器の導入において、高性能な給湯器（昼間の余剰再エネ電気を活
用できる機種やより性能の高い機種等）に対して集中的に支援【570億円】。

• また、設置スペース等の都合からヒートポンプ給湯機等の導入が難しい既存賃貸集合住宅向けに、小型の省エネ型給湯器（エコジョーズ
等）導入の支援を実施【35億円】。

• これらの措置を、住宅の省エネ効果の高い断熱窓への改修支援【1,125億円、環境省】、長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築・住宅の
省エネリフォーム等への支援【1,300億円、国交省】、ZEH水準を大きく上回る省エネ性能を有する住宅支援
【750億円、環境省】と合わせて、３省連携でワンストップ対応で実施予定。

家
庭
向
け

• 高効率機器（空調、照明、給湯）と外皮の高断熱化（断熱窓・断熱材）の導入を一体で進めることで、既存の建築物（事務所、学校、商
業施設、病院等）を効率的に省エネ改修する支援策（環境省事業）を実施。【40億円※R8当初予算】（国庫債務負担行為含め３年間で
総額100億円）
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連絡体制の構築
（連絡先部署、連絡方法の把握等）

※地方支分部局への
連絡体制を含む
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民

需給ひっ迫注意報

需給ひっ迫警報

連絡体制の構築
（連絡先部署、連絡方法の把握等）＜自治体＞

【参考】電力需給ひっ迫注意報／警報発令時の連絡体制（産業界・自治体）

需給ひっ迫注意報

需給ひっ迫警報
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